
議案第 ６ 号 

伊賀南部環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

制定について 

  伊賀南部環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のと

おり制定する。 

    令和元年１０月１６日提出 

            伊賀南部環境衛生組合 管理者  亀 井 利 克 

理 由 

 非常勤職員の適正な任用の確保等を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部

改正により、会計年度任用職員の制度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めようとする。これが、この議案を提出する

理由である。 



伊賀南部環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項並びに

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び第２０４条第３項

の規定に基づき、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （給料等） 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、名張市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（令和元年名張市条例第１２号）の規定（第１条、第１

８条、第２３条及び第３６条の規定を除く。）を準用する。この場合において、同条

例第２条第１号中「法」とあるのは「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。）」と、同条例第４条中「職員の給与に関する条例（昭和３２年条

例第３号。以下「給与条例」という。）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合職員の

給与に関する条例（昭和４７年条例第３号）第２条第１項において読み替えて準用す

る職員の給与に関する条例（昭和３２年名張市条例第３号）（以下「給与条例」とい

う。）」と、同条例第１１条の表中「名張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年条例第１２号）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第  号）第２条において

読み替えて準用する名張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年名張市条例第１２号）（以下「名張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例」という。）」と、同条例第１２条の表中「名張市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例（平成７年条例第４号）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合職員の勤

務時間、休暇等に関する条例（昭和４７年条例第４号）第２条において読み替えて準

用する名張市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年名張市条例第４号）」

と、同条例第１９条第１項中「名張市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年条例

第５号。以下「退職条例」という。）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合職員の退

職手当に関する条例（昭和４７年条例第５号）第２条において準用する名張市職員の

退職手当に関する条例（昭和３８年名張市条例第５号）（以下「退職条例」とい

う。）」と、同条例第２２条第３項中「名張市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年条例第４号）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（昭和４７年条例第４号）第２条において読み替えて準用する名張市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年名張市条例第４号）」と、同条第５

項中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第３３条第２項中「名張市職員の旅費

に関する条例（昭和３７年条例第４号）」とあるのは「伊賀南部環境衛生組合職員の



旅費に関する条例（昭和４６年条例第１号）第２条において準用する名張市職員の旅

費に関する条例（昭和３７年名張市条例第４号）」と、同条例第３５条（見出しを含

む。）中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。 

（会計年度任用職員の特殊勤務手当等） 

第３条 伊賀南部環境衛生組合職員の給与に関する条例（昭和４７年条例第３号）第３条

の規定は、フルタイム会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員をいう。）について準用する。 

２ 伊賀南部環境衛生組合職員の給与に関する条例第３条第１項に規定する勤務に従事す

ることを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１

項第１号に掲げる職員をいう。）には、同条例第３条の規定の例により計算して得た

額の報酬を支給する。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


